
教育改革の動向や 

地方創生の動きに関する参考資料 



「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」諮問(平成26年11月）の概要 

１．新しい時代に求められる資質・能力を踏まえた、初等中等教育全体を通じた改訂の基本方針、 

        学習・指導方法の在り方（アクティブ・ラーニング）や評価方法の在り方等 

２．新たな教科･科目等の在り方や、既存の教科･科目等の目標･内容の見直し 

   ○グローバル社会において求められる英語教育の在り方（小学校における英語教育の拡充強化、 
中・高等学校における英語教育の高度化） 

   ○国家及び社会の責任ある形成者を育むための高等学校教育の在り方 

・主体的に社会参画するための力を育てる新たな科目等 

・日本史の必修化の扱いなど地理歴史科の見直し 

・より高度な思考力等を育成する新たな教科・科目 

・より探究的な学習活動を重視する視点からの「総合的な学習の時間」の改善 

・社会的要請も踏まえた専門学科のカリキュラムの在り方など、職業教育の充実 

・義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための教科・科目等         など 

３．各学校におけるカリキュラム･マネジメントや、学習･指導方法及び評価方法の改善支援の方策 

◆ 子供たちが成人して社会で活躍する頃には、生産年齢人口の
減少、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により、社会
や職業の在り方そのものも大きく変化する可能性。 

◆ そうした厳しい挑戦の時代を乗り越え、伝統や文化に立脚し、高
い志や意欲を持つ自立した人間として、他者と協働しながら価値
の創造に挑み、未来を切り開いていく力が必要。 

 

◆ そのためには、教育の在り方も一層進化させる必要。 

◆ 特に、学ぶことと社会とのつながりを意識し、｢何を教える
か｣という知識の質・量の改善に加え、「どのように学ぶか」と
いう、学びの質や深まりを重視することが必要。また、学び
の成果として「どのような力が身に付いたか」という視点が重
要。 

趣旨 

⇒平成28年度中を目途に答申、2020年（平成32年）から順次実施予定 

審議事項の柱 



アクティブ・ラーニングの視点からの 

           不断の授業改善 

◆ 習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭
に置いた深い学びの過程が実現できているかどうか 

◆ 他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深め
る、対話的な学びの過程が実現できているかどうか 

◆ 子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り
返って次につなげる、主体的な学びの過程が実現できているかどうか 

 

 
 

新しい時代に必要となる資質･能力の育成 
   

育成すべき資質･能力を踏まえた 
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し 

◆ グローバル社会において不可欠な英語の能力の強化（小学校
高学年での教科化等）や、我が国の伝統的な文化に関する教育
の充実 

◆ 国家・社会の責任ある形成者として、また、自立した人間として
生きる力の育成に向けた高等学校教育の改善（地理歴史科にお
ける「地理総合」「歴史総合」、公民科における「公共」の設置等、
新たな共通必履修科目の設置や科目構成の見直しなど抜本的
な検討を行う。）   等 

       

何を学ぶか どのように学ぶか 

育成すべき資質･能力を育む観点からの 
学習評価の充実 

①「何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能）」 

  各教科等に関する個別の知識や技能など。身体的技能や芸術表現のための技能等も含む。 

②「知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等）」 

  主体的･協働的に問題を発見し解決していくために必要な思考力･判断力･表現力等。 

③「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（人間性や学びに向かう力等）」 

  ①や②の力が働く方向性を決定付ける情意や態度等に関わるもの。以下のようなものが含まれる。 

・主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制する能力など、いわゆる「メタ認知」に関するもの。 

・多様性を尊重する態度と互いの良さを生かして協働する力、持続可能な社会作りに向けた態度、リーダーシップやチームワーク、感
性、優しさや思いやりなど、人間性に関するもの。 

 

何ができるようになるか 

学習指導要領改訂の視点 



○ 新たな時代を見据えた教育改革を進めるに当たり重要なことは、子供たち一人ひとりに、それぞれの夢や目標の実現に向けて、
自らの人生を切り拓き、他者と助け合いながら、幸せな暮らしを営んでいける力を育むための、初等中等教育から高等教育まで
を通じた教育の在り方を示すこと。 

○ 高等学校教育及び大学教育においては、義務教育までの成果を確実につなぎ、それぞれの学校段階において「生きる力」「確
かな学力」を確実に育み、初等中等教育から高等教育まで一貫した形で、一人ひとりに育まれた力を更に発展・向上させる必要。 
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アドミッション･ポリシーに基づく 
多元的評価を重視した個別選抜の確立 

高等学校基礎学力テスト（仮称）※ 
※「高等学校基礎学力テスト（仮称）」は、入学者選抜への活用を本来の目的とするものではなく、進学時への活用は、調査書
に その結果を記入するなど、あくまで高校の学習成果を把握するための参考資料の一部として用いることに留意。 
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中教審答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」をもとに作成 

高大接続の実現に向けた高等学校教育、 
大学教育、大学入学者選抜の一体的改革 



「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」（平成２６年１２月２２日中央教育審議会答申）を踏まえ、高大
接続改革を着実に実行する観点から、文部科学省として今後取り組むべき重点施策とスケジュールを明示し、体系的かつ集中的な施策展開を図る 

平成２７年１月１６日 文部科学大臣決定 プランの趣旨 

 多様な背景を持った学生の大学への受け入れが促進されるよ
う、大学入学希望者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評
価する大学入学者選抜に改革 

 特に、各大学の個別選抜においては、教育カリキュラムや教育
改革と連動した入試改革を進めるため、アドミッション・ポリシー
に基づき、学力の三要素を踏まえた多面的・総合的な選抜方法
を促進 

具体的な施策 

１ 各大学の個別選抜の改革 

○個別選抜改革を推進するための法令改正 【平成２７年度中を目途に改正】 
• アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）の一体的な策定について義務付け

る 

• 認証評価に関する省令を改正し、認証評価の評価項目に入学者選抜を明記 

○大学入学者選抜実施要項の見直し 【平成２８年度大学入学者選抜実施要項（平成２７年度）以降順次実施】 
• 適切なルールの下での入学者選抜全体の多面的・総合的な評価への転換を図るため、一般入試、推薦入試、AO入試の区分を廃止した新たなルールを構築するために、大学入

学者選抜実施要項を見直す 

○アドミッション・ポリシーの明確化 【平成２６年度中に事例集、平成２７年度中にガイドライン作成】 
• 事例集やガイドラインの作成・提供 

○個別選抜改革の推進のための財政措置 【取組の推進、財政措置の在り方を検討し平成２７年夏を目途に具体策を取りまとめ】 

２ 「高等学校基礎学力テスト（仮称）」及び「大学
入学希望者学力評価テスト（仮称）」の実施 

 高等学校教育・大学教育・大学入学者選抜を通じて、学力の三
要素をはじめとした、これからの時代に求められる力を育成・評
価するために、学力評価のための新テストの在り方について一
体的な検討を行うとともに、新テストの一体的実施や新たな評価
方法の開発等を行う組織を整備 

○｢高等学校基礎学力テスト(仮称)｣は平成31年度から、「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」は平成32年度からの実施を目指し、専
門家の知見を活用しつつ、一体的な検討を実施 
• 平成27年中を目途に専門家会議の検討結果をとりまとめ 

• 平成29年度初頭に「新テストの実施方針」を策定・公表 

  ※新テストの出題内容や範囲、プレテストの実施内容やスケジュール、正式実施までのスケジュール 
• 「高等学校基礎学力テスト」は平成29年度中を目途に、「大学入学希望者学力評価テスト」は平成30年度中を目途にプレテストを実施 

• 「高等学校基礎学力テスト」は平成30年度初頭を目途に、「大学入学希望者学力評価テスト」は平成31年度初頭を目途に「実施大綱」（新テストの具体的内容）を策定・公表 

○新テストの実施主体の設立 【平成２９年度を目途に設立】 
• 独立行政法人大学入試センターを改組した新たな組織は、新テストの実施、個別選抜等の支援、専門的人材の育成、入学者選抜や学力評価についての新しい方法の開発等を

目的とする 

 義務教育までの成果を確実につなぐとともに
高等学校教育の質の確保・向上を図り、生徒
に、国家と社会の形成者となるための教養や
行動規範、自分の夢や目標をもって主体的に
学ぶ力を身につけさせる 

３ 高等学校教育の改革 

○多様な学習活動・学習成果の評価 【平成２８年度中に調査書や指導要録を改訂】 
• 専門家会議で検討を行い、調査書や指導要録を改訂 

○学習指導要領の見直し 【平成２８年度中に答申】 
• 高等学校学習指導要領について、①｢何を教えるか｣ではなく「どのような力を身に付けるか｣の観点に立って､②そうした力を確実に育むた

め、指導内容に加えて、学習方法や学習環境についても明確にしていく観点から見直しを行う 

４ 大学教育の改革 

 多面的・総合的な評価等の大学入学者選抜改革と連動して、
多様な学生が切磋琢磨し相互に刺激を与えながら成長する場を
創成するとともに、大学教育の質的転換を断行し、学生が高等
学校教育までに培った力をさらに発展・向上させ、予測困難なこ
れからの社会に出て自ら答えのない問題に対して解を見出して
いく力を身につけさせる 

○大学教育の質的転換 【平成２７年度中を目途に制度改正】 
• 各大学において、全学的な教学マネジメントの下で、双方向の授業や主体的な学修への転換が促進されるための法令改正（SDの義務化をはじめとする学長を補佐する体制の充

実）を実施 

○学生の学修成果の把握・評価の推進 【平成２７年度中を目途に制度改正】 
• 認証評価制度について、学修成果や内部質保証（各大学における成果把握と改善の取組）に関する評価を推進 

○大学への編入学等の推進 【平成２７年度中を目途に制度改正】 
• 高校専攻科修了生の大学への編入学について、中央教育審議会における検討結果を踏まえ、必要な制度改正を実施 

○課題の発見と解決に向けた主体的・協働的な学びの推進と高等学校教員の資質能力の向上 【速やかに実施】 
• 課題の発見と解決に向けた生徒の主体的・協働的な学習・指導方法の充実のために必要な方策について検討し、普及を図る 

• 教員の養成・採用・研修の改善について、中央教育審議会で具体的な方策の検討を行い平成28年度中を目途に制度改正 

高大接続の実現に向けた一体的改革（高大接続改革実行プラン（概要）） 



趣旨・ 
位置付け 

□ 学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、現行の小・中学校に加え、小学校から中学校まで
の義務教育を一貫して行う「義務教育学校」を新たな学校の種類として規定（学校教育法第１条関係） 

設置者・ 
設置義務 

□ 国公私いずれも設置が可能（学校教育法第２条関係） 
□ 市区町村には、公立小・中学校の設置義務があるが、義務教育学校の設置をもって設置義務の履行（学
校教育法第38条関係） 

目標・ 
修業年限 

□ 義務教育学校の目的：心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育について、基礎的なもの
から一貫して施すこと（学校教育法第49条の２関係） 

□ ９年（小学校・中学校の学習指導要領を準用するため、前期６年と後期３年の課程に区分）（学校教育法
第49条の４及び第49条の５関係） 

教職員関係 □ 市区町村立の義務教育学校の教職員給与は、国庫負担の対象（義務教育費国庫負担法第２条関係） 
□ 小学校と中学校の免許状の併有を原則（当分の間は例外あり）（教育職員免許法第３条及び附則第20項
関係） 

施設整備 □ 施設費国庫負担・補助の対象（小・中学校と同様に、義務教育学校の新築又は増築に要する経費の1/2
を負担等）（義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第３条及び第12条関係） 

1．学校教育法等の一部を改正する法律案（概要） ※ 就学指定、教育課程の特例等については、政省令で規定する予定 

平成２８年４月１日（施行前でも義務教育学校設置のための準備行為は可能） 

２．施行期日 

（施設一体型） 
義務教育学校 

中学校 

小学校 

（施設分離型） 
義務教育学校 

市町村 

学校設置 

義務の履行 

b校舎 a校舎 

（参考：義務教育学校のイメージ） 

小中一貫教育を行う新たな学校種の制度化（法律案の概要） 



校長 

C中学校 

B小学校 
A小学校 校長 

校長 

学校運営 
協議会 

○小中一貫教育を実施している学校の１５％においてコミュニティ・スクールを導入。 
○小・中学校の学校運営協議会を合同で開催したり委員を兼務させるなど、中学校区全体での情報共有
を図る工夫により、地域ぐるみで義務教育９年間の学びを支える体制を構築。 

小中一貫教育とコミュニティ・スクールは、ともに教育改革にとって重要なツールであり、 
一体となって相乗効果を発揮していくことが求められる。 

（パターン１） 
 ・全校の学校運営協議会の委員全員を同一メンバーで構成し合同開催。 
（パターン２） 
 ・各校の学校運営協議会に加え、中学校区全体を統括するコミュニ

ティ・スクール委員会を設置。委員は兼務。 
（パターン３） 
 ・各校の学校運営協議会の代表が集うブロック協議会を設置。 
（パターン４） 
 ・合同会議等は開催しないが、一部の委員が兼務。 

＜複数の学校で一体的な学校運営協議会を設置するねらい＞ 
 ○9年間を通じた目標等の共有による系統的な学校運営の実現 
 ○指定学校全体としての学校と地域の協働の推進 
 ○会議を個別・合同と重ねて開催する必要がなく、学校及び委員の負担が軽減され、 
  効率的・効果的な運営が実現 
 ○単独では設置が厳しい学校における学校運営協議会の設置が拡大 

小中一貫教育を行う新たな学校種の制度化（コミュニティ・スクールとの一体的推進） 

【各地域における様々な工夫の例】 
○○中学校区 
コミュニティ 
・スクール 
委員会 

学校運営 
協議会 

学校運営 
協議会 



  

チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（中間まとめ） 
○「チームとしての学校」が求められる背景 

○「チーム学校」を実現するための視点とその方策 

○ 学校教育の質的充実に対する社会的要請の高まり 
・主体的・協働的に学ぶ課題解決型授業 （アクティブ・ラーニング）  
 の実施や小学校英語教育などの新たな教育課題への対応 

○ 多様化・複雑化する子供の状況への対応 

○ 教員の専門性だけでは対応が困難になっており、教員の専門性の向上を図るとともに、教員に加えて多様な専門スタッフを配置し、 
 様々な業務を連携・分担してチームとして職務を担う体制を整備 

    ⇒ 学校の教職員構造を転換、学校の教育力・組織力を向上させ、一人一人の子供の状況に応じた教育を実現 

専門性に基づくチーム体制の構築 （教員、事務職員、専門スタッフ等が連携・分担し、それぞれの専門性を発揮できる体制の構築） 

学校のマネジメント機能の強化 （校長がリーダーシップを発揮できる体制の整備） 

教員一人一人が力を発揮できる環境の整備 （教職員の人材育成や業務改善等の取組を推進） 

○管理職を補佐する主幹教諭配置促進のための加配措置の拡充 

（予算関連） （制度関連） 
○学校教育法上の事務職員の職務規定の見直し 
○主幹教諭育成のため実践的な研究プログラムを開発 

（予算関連） 
○アクティブ・ラーニングの実施や特別支援教育等に対応するため 
 に必要な教職員定数措置の拡充 

○心理的・福祉的な専門スタッフの学校における位置付けを明確にし、 
 配置充実につなげるため、スクールカウンセラー、スクール 
 ソーシャルワーカーを法令に位置付け 

○効率的・効果的な校務運営を実現するため、業務改善に関する取組 
 事例等をまとめた指針の作成 
○文部科学大臣優秀教職員表彰において、学校単位等の取組を表彰 

○アクティブ・ラーニング実施等のために必要な研修が実施されるよう、 
 小規模市町村における指導主事配置を支援 

（制度関連） 

（その他） （予算関連） 

○スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを将来的に 
  教職員定数として算定し、国庫負担の対象とすることを検討 

○事務職員の配置の更なる拡充を実施 

視点２ 

視点１ 

視点３ 

 多様な専門スタッフをひとつのチームとしてまとめるために、これまで以上に学校のマネジメントを確立、学校の組織力・教育力を向上 

 多様な専門スタッフが子供への指導に関わることで、教員のみが子供の指導に関わる現在の学校文化を転換 

 我が国の教職員の現状 

・我が国の学校は、教員以外の専門スタッフの割合が諸外国と比べて低い現状 
・日本の教員は授業以外に生徒指導、部活動等の授業以外の業務を多く行っており、授業等に専念することができない現状 

 社会の変化と学校を取り巻く状況の変化 

・いじめ・不登校などの生徒指導上の課題や特別支援教育への対応 など、 
 子供を取り巻く環境が複雑化・困難化  
・貧困問題への対応や地域活動など、学校に求められる役割も拡大 

○教員以外に、部活動の指導、顧問、単独での引率等を行うことが 
 できるよう部活動支援員（仮称）等を法令に位置付け ○部活動支援員（仮称）を任用する際の必要な研修について検討 

（その他） 
○校長裁量経費の拡大等、学校の裁量拡大を一層推進 

○人事評価の結果を任用・給与などの処遇や研修に適切に反映 

○地域との連携の推進を担当する地域連携担当教職員（仮称）を法令上明確化 
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